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令和８年度北本市国民健康保険税の税率等（案）について（諮問） 

 

 このことについて、北本市国民健康保険に関する規則第２条に基づき、下記のとお

り貴協議会に意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

１ 令和８年度北本市国民健康保険税の税率等（案）について 

 

⑴ 基礎課税額（医療分） 

区分 令和７年度（現行） 令和８年度 

所得割額 ７．３０％ ７．３０％ 

被保険者均等割額 ３８，９００円 ３８，９００円 

  ⑵ 後期高齢者支援金等課税額（支援分） 

区分 令和７年度（現行） 令和８年度 

所得割額 ２．８０％ ２．８０％ 

被保険者均等割額 １３，５００円 １３，５００円 

  ⑶ 介護納付金課税額（介護分）  

区分 令和７年度（現行） 令和８年度 

所得割額 ２．２０％ ２．２０％ 

被保険者均等割額 １６，１００円 １６，１００円 

  ⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額（子ども分） ※令和８年度新設 

区分 令和７年度（現行） 令和８年度 

所得割額 －％ ０．２６％ 

均等割額 －円 １，５００円 

18歳以上被保険者均等割額 －円 １００円 

 

 


